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告

示

福
井
県
告
示
５
５
９
号

福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県

条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な

興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

指
定
理
由
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は

著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪

を
誘
発
助
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年

の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

指
定
年
月
日
平
成
２
０
年
９
月
２
２
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
５
６
０
号

福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県

条
例
第
１
５
号
）
第
１
１
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な

図
書
等
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

指
定
理
由
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は

著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪

を
誘
発
助
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年

の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

指
定
年
月
日
平
成
２
０
年
９
月
２
２
日

第 １９７６ 号

平 成 ２ ０ 年

１０月３日（金）

火・金曜日 発行
１月１，７５０円郵送料共

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

ア
ッ
プ
リ
ン
ク

ア
ッ
プ
リ
ン
ク

題
名

好
き
も
の
家
系
と
ろ
け
て
濡
れ
る

浮
気
相
姦
図
の
け
ぞ
り
逆
愛
撫

愛
人
熟
女
肉
奴
隷
従
縄
責
め

母
性
愛
の
女
昼
間
か
ら
し
た
い

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス〈
母
性
愛
の
女
昼
間
か
ら
し
た
い
〉

Ａ
Ｖ
な
い
奴
ら

桃
香
ク
リ
ニ
ッ
ク
へ
よ
う
こ
そ

種
別

映
画

映
画

映
画

映
画

映
画

映
画

映
画
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
６
１
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２

３
号
）
第
５
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
６
９
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

制
作
所
、
発
行
所
等
名

実
業
之
日
本
社

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
竹
書
房

㈱
マ
ガ
ジ
ン
・
マ
ガ
ジ
ン

㈱
セ
ブ
ン
新
社

バ
ナ
ジ
ー
出
版
㈱

㈱
宙
出
版

雑
誌
番
号
等

２０８３９
－
１０

／１２

１３９４１
－
１０

０６９０９
－
１０

０３８４３
－
１０

１９６１５
－
１０

０２９７１
－
１０

０９６７１
－
１０

図
書

等
名

C
O
M
IC
キ
ャ
ン
ド
ー
ル
V
O
L
.５７

コ
ミ
ッ
ク
ホ
ッ
ト
ミ
ル
ク
１０
月
号

ナ
マ
イ
キ
ッ
！
１０
月
号

コ
ミ
ッ
ク
June１０

月
号

恋
愛
美
人［
イ
フ
］１０
月
号

危
険
な
愛
体
験
Special１０

月
号

L
ady's

C
om
ic
SpecialA

Y
A１０
月
号

若
生
出
版
㈱

㈱
サ
ン
出
版

㈱
サ
ン
出
版

㈱
東
京
三
世
社

曙
出
版
㈱

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

㈱
ダ
イ
ア
プ
レ
ス

㈱
ぶ
ん
か
社

メ
デ
ィ
ア
・
ク
ラ
イ
ス
㈱

㈱
ジ
ー
オ
ー
テ
ィ
ー

０６７０３
－
１０

０４１６７
－
１０

０１８０７
－
１０

１２３３７
－
１０

０６４８１
－
１０

０８５１４
－
１０

６６０７３
－
１５

０７９５７
－
１０

０８８４１
－
１０

１２９５６
－
１０

T
O
P
T
E
N
M
A
T
E１０
月
号

ス
ト
リ
ー
ト
・
シ
ュ
ガ
ー
１０
月
号

ウ
ォ
ー
Ａ
組
Special１０

月
号

勝
ち
組
C
E
L
E
B１０
月
号

D
V
D
D
O
K
A
N１０
月
号

B
O
M
B
E
R
SU
P
E
R
L
A
D
Y
vol.11

O
h!C
ute
K
G
irls

別
冊
コ
ミ
ッ
ク
ま
ぁ
る
ま
ん
１０
月
号

ヤ
ン
モ
モ
１０
月
号

こ
ま
ち
V
O
L
.1

指
定
日

担
当
す
る

自
立
支
援

医
療
の
種
類

住
所

代
表
者
氏
名

開
設
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称

所
在
地

名
称

一
般
雑
誌

雑
誌
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
）

薬
局
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
６
２
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
１
７
年
法
律
第
１
２

３
号
）
第
６
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
の
届
出
を

受
け
た
の
で
、
同
法
第
６
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
６
３
号

母
子
保
健
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
１
４
１
号
）

第
２
０
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
養
育
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

名
称
加
藤
薬
局
芝
原
店

所
在
地
越
前
市
芝
原
５
丁
目
１
１
－
２

開
設
者
越
前
市
府
中
２
丁
目
７
－
１
７

有
限
会
社
加
藤
薬
局

取
締
役
社
長
加
藤
守
男

名
称
あ
す
な
ろ
薬
局

所
在
地
�
江
市
旭
町
３
－
６
－
１
０

開
設
者
�
江
市
旭
町
３
－
６
－
１
０

株
式
会
社
あ
す
な
ろ

２０
．９
．１

２０
．９
．１７

精
神
通
院
医
療

精
神
通
院
医
療

越
前
市
府
中
２
丁
目
７
－
１７

�
江
市
旭
町
３
丁
目
６
番
１０
号

取
締
役
社
長

加
藤

守
男

代
表
取
締
役

内
田
貴
之

取
締
役
社
長

加
藤

守
男

株
式
会
社
あ
す
な
ろ

代
表
取
締
役

内
田
貴
之

越
前
市
芝
原
５
丁
目
１１
－
２

�
江
市
旭
町
３
丁
目
６
番
１０
号

加
藤
薬
局
芝
原
店

あ
す
な
ろ
薬
局

廃
止
日

２０
．１０
．１３

担
当
す
る

自
立
支
援

医
療
の
種
類

精
神
通
院
医
療

住
所

福
井
市
光
陽
３
丁
目
４
－
１２

代
表
者
氏
名

有
限
会
社
保
健
共
同
企
画
ふ
く
い

代
表
取
締
役

青
山

睦
美

開
設
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称

有
限
会
社
保
健
共
同
企
画
ふ
く
い

代
表
取
締
役

青
山

睦
美

所
在
地

敦
賀
市
和
久
野
１４
号
１５
－
１

名
称

あ
わ
の
薬
局

薬
局
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代
表
取
締
役
内
田
貴
之

指
定
年
月
日
平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
６
４
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

今
立
郡
池
田
町
魚
見
１
３
１
字
須
窪
３
の
２
、

４
の
１
、
５
の
１
、
６
か
ら
８
ま
で
、
１
７
２
字

須
窪
谷
１
の
２
、
１
の
４
、
１
の
１
０
、
２
か
ら

４
ま
で
、
５
の
１

２
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐

に
よ
る
。

魚
見
１
７
２
字
須
窪
谷
１
の
１
０
・
３
・

４
（
以
上
３
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）

イ
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係

る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

ウ
主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
お
よ
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

略
し
、
そ
の
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お

よ
び
池
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
６
５
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

今
立
郡
池
田
町
水
海
２
０
６
字
花
釣
南
２
の
５

、
４
の
１
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

４
の
２
、
４
の
３
、
５
、
７
の
１
、
８
の
１
、
１

０
、
１
１

２
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐

に
よ
る
。

水
海
２
０
６
字
花
釣
南
２
の
５
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

イ
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係

る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

ウ
主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
お
よ
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

略
し
、
そ
の
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お

よ
び
池
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
６
６
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
１
０
年
法
律
第
５
７
号

）
第
２
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋

立
て
の
し
ゅ
ん
功
認
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

敦
賀
港
港
湾
管
理
者
福
井
県

代
表
者

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
し
ゅ
ん
功
認
可
の
日

平
成
２
０
年
８
月
１
１
日

２
し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
お
よ
び
名

称
な
ら
び
に
代
表
者
の
氏
名

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

３
埋
立
区
域

�
位
置

福
井
県
敦
賀
市
金
ヶ
崎
町
４
０
番
お
よ
び
２

２
番
２
、
同
市
泉
字
１
７
３
号
カ
ブ
ト
岩
１
番

４
な
ら
び
に
同
市
泉
字
１
６
７
号
絹
掛
１
番
１

、
１
番
４
お
よ
び
１
番
３
の
地
先
公
有
水
面

�
区
域

ア
第
３
－
１
工
区

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
お
よ
び

�
の
地
点
と
�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ

り
囲
ま
れ
た
区
域
。

�
の
地
点
敦
賀
港
金
ヶ
崎
防
波
堤
灯
台
（

北
緯
３
５
度
３
９
分
５
４
秒
、
東

経
１
３
６
度
０
３
分
３
０
秒
（
以

下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
）
か
ら

７
８
度
４
４
分
４
５
秒
７
０
１

．
２
１
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
０
度
０
０
分
０

０
秒
２
８
０
．
０
４
メ
ー
ト
ル

の
地
点

⑫
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
９
０
度
０
０
分

０
６
秒
９
８
．
５
４
メ
ー
ト
ル

の
地
点

⑬
の
地
点
⑫
の
地
点
か
ら
１
８
０
度
０
０

分
１
３
秒
２
３
５
．
１
４
メ
ー

ト
ル
の
地
点

�
の
地
点
⑬
の
地
点
か
ら
８
９
度
５
９
分

３
４
秒
３
０
９
．
９
６
メ
ー
ト

ル
の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
１
８
０
度
１
２

分
４
９
秒
４
．
８
３
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
９
０
度
０
０
分

０
０
秒
０
．
７
４
メ
ー
ト
ル
の

地
点

	
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
１
０
１
度
１
４

分
０
８
秒
２
．
１
２
メ
ー
ト
ル

の
地
点



の
地
点
	
の
地
点
か
ら
１
２
３
度
４
４

分
３
４
秒
２
．
１
２
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点


の
地
点
か
ら
１
４
６
度
１
４

分
３
２
秒
２
．
１
２
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
１
６
８
度
４
６

分
１
１
秒
２
．
１
２
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
１
８
０
度
０
０

分
０
０
秒
３
４
．
６
８
メ
ー
ト

ル
の
地
点

イ
第
３
－
２
工
区

次
の
各
地
点
の
う
ち

の
地
点
か
ら
�
の

地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
�
の
地
点

と
�
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
９
年
の
秋
分
の
満
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潮
位
（
Ｄ
．
Ｌ
．
＋
０
．
２
９
メ
ー
ト
ル
）

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、

�
の
地
点
と
�
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
９
年
の

秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
．
Ｌ
．
＋
０
．
２
９
メ

ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
金
ヶ
崎
防

波
護
岸
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

。�
の
地
点
基
点
か
ら
８
８
度
４
０
分
３
７

秒
１
，
０
２
６
．
５
０
メ
ー
ト

ル
の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
０
度
０
０
分
０

０
秒
７
２
．
６
４
メ
ー
ト
ル
の

地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
８
９
度
５
８
分

５
１
秒
２
．
９
７
メ
ー
ト
ル
の

地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
８
９
度
５
５
分

４
４
秒
１
１
．
２
８
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
８
９
度
３
６
分

１
７
秒
１
０
．
０
０
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
８
８
度
５
９
分

５
０
秒
１
０
．
０
０
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
８
８
度
０
５
分

５
１
秒
１
０
．
０
０
メ
ー
ト
ル

の
地
点

	
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
８
６
度
５
６
分

０
０
秒
１
０
．
０
０
メ
ー
ト
ル

の
地
点



の
地
点
	
の
地
点
か
ら
８
５
度
２
９
分

１
０
秒
１
０
．
０
０
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点


の
地
点
か
ら
８
３
度
４
７
分

１
８
秒
１
０
．
０
０
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
８
１
度
５
７
分

２
９
秒
８
．
９
２
メ
ー
ト
ル
の

地
点


の
地
点
�
の
地
点
か
ら
８
０
度
１
１
分

４
８
秒
８
．
９
２
メ
ー
ト
ル
の

地
点

�
の
地
点

の
地
点
か
ら
７
８
度
２
５
分

５
０
秒
８
．
９
２
メ
ー
ト
ル
の

地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
８
９
度
０
２
分

４
１
秒
４
８
．
４
１
メ
ー
ト
ル

の
地
点

�
の
地
点
�
の
地
点
か
ら
７
７
度
０
６
分

３
７
秒
１
０
０
．
１
３
メ
ー
ト

ル
の
地
点

�
の
地
点
基
点
か
ら
８
８
度
２
１
分
４
７

秒
１
，
０
８
８
．
３
５
メ
ー
ト

ル
の
地
点

�
面
積

ア
第
３
－
１
工
区
４
１
，
７
４
９
．
９
３

平
方
メ
ー
ト
ル

イ
第
３
－
２
工
区
１
３
，
８
９
４
．
６
０

平
方
メ
ー
ト
ル

合
計
５
５
，
６
４
４
．
５
３
平
方
メ
ー
ト
ル

４
埋
立
免
許
の
日
お
よ
び
番
号

平
成
１
０
年
７
月
８
日

福
井
県
指
令
港
第
３
３
号

５
関
係
図
書
を
備
え
置
く
市
町
村

敦
賀
市

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

７
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
２
０
年
９
月
１
６
日

２
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

�
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ェ
イ
ア
ジ
ア

�
代
表
者
の
氏
名

白
川
博
志

�
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
福
井
市
長
本
町
１
１
８
番
１
（
方
書

）
ア
パ
ガ
ー
デ
ン
コ
ー
ト
長
本
町
１
０
３

�
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
内
在
住
の
外
国
人
に
対
し

て
、
生
活
相
談
お
よ
び
支
援
に
関
す
る
事
業
を

は
じ
め
、
日
本
人
に
対
し
て
、
他
の
国
々
の
言

語
・
文
化
・
生
活
習
慣
を
理
解
す
る
社
会
教
育

に
関
す
る
事
業
な
ど
を
行
い
、
外
国
人
が
住
み

や
す
い
ま
ち
づ
く
り
と
全
て
の
人
々
が
相
互
に

協
力
で
き
る
地
域
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

３
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

�
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
２
０
年
９
月
１
６
日
か
ら
平
成
２
０
年

１
１
月
１
５
日
ま
で

�
縦
覧
に
供
す
る
場
所

福
井
県
総
務
部
男
女
参
画
・
県
民
活
動
課
ふ

く
い
県
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

１
０
０
満
ボ
ル
ト
福
井
本
店

福
井
市
新
保
町
２
字
１
番
、
２
番
、
３
番
、
４

番
、
５
番

福
井
市
堂
島
町
２
２
字
１
１
番
、
１
２
番

２
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
サ
ン
キ
ュ
ー
高
島
屋

代
表
取
締
役
柴
田
清
一
郎

福
井
市
順
化
二
丁
目
２
６
番
２
３
号

３
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

者
の
開
店
時
刻

（
変
更
前
）

午
前
１
０
時

（
変
更
後
）

午
前
９
時

�
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

（
変
更
前
）

午
前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
９
時
３
０
分
ま

で
（
た
だ
し
年
間
６
日
間
は
午
前
９
時
３
０
分

か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で
）

（
変
更
後
）

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
９
時
３
０
分
ま

で
（
た
だ
し
年
間
６
日
間
は
午
前
８
時
３
０
分

か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で
）

４
変
更
す
る
年
月
日

平
成
２
０
年
１
０
月
１
日

５
変
更
す
る
理
由

消
費
者
の
要
望
に
応
え
る
た
め
。
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６
届
出
の
あ
っ
た
日

平
成
２
０
年
９
月
１
９
日

７
届
出
の
縦
覧
場
所

�
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振

興
課

�
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
０
番
１
号

福
井
市
商
工
労
働
部
マ
ー
ケ
ッ
ト
戦
略
室

８
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

�
縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
４
月
間

�
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
３
０
分
ま

で

９
意
見
書
の
提
出
先

福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興

課―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

１
０
０
満
ボ
ル
ト
小
浜
本
店

小
浜
市
府
中
１
５
号
小
向
１
５
番
、
１
６
番
、

１
７
番
、
１
８
番
、
１
９
番
、
２
０
番
、
２
１
番

２

２
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
百
満
ボ
ル
ト
小
浜

代
表
取
締
役
柴
田
清
一
郎

小
浜
市
遠
敷
第
５
４
号
８
番
地
の
５

３
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

者
の
開
店
時
刻

（
変
更
前
）

午
前
１
０
時

（
変
更
後
）

午
前
９
時

�
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

（
変
更
前
）

午
前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
９
時
３
０
分
ま

で（
変
更
後
）

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
９
時
３
０
分
ま

で

４
変
更
す
る
年
月
日

平
成
２
０
年
１
０
月
１
日

５
変
更
す
る
理
由

消
費
者
の
要
望
に
応
え
る
た
め
。

６
届
出
の
あ
っ
た
日

平
成
２
０
年
９
月
１
９
日

７
届
出
の
縦
覧
場
所

�
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振

興
課

�
小
浜
市
遠
敷
一
丁
目
１
０
１
番
地

福
井
県
嶺
南
振
興
局
若
狭
県
民
サ
ー
ビ
ス
室

�
小
浜
市
大
手
町
６
番
３
号

小
浜
市
市
民
ま
ち
づ
く
り
部
商
工
振
興
課

８
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

�
縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
４
月
間

�
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
３
０
分
ま

で

９
意
見
書
の
提
出
先

福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興

課―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

１
０
０
満
ボ
ル
ト
大
勝
店

大
野
市
南
新
在
家
３
５
字
笠
屋
田
２
７
番
１
、

２
７
番
２
、
２
８
番

２
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
百
満
ボ
ル
ト
大
野

代
表
取
締
役
滝
波
義
榮

大
野
市
南
新
在
家
第
３
５
号
２
７
番
地

３
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

者
の
開
店
時
刻

（
変
更
前
）

午
前
１
０
時

（
変
更
後
）

午
前
９
時

�
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

（
変
更
前
）

午
前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
９
時
３
０
分
ま

で（
変
更
後
）

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
９
時
３
０
分
ま

で

４
変
更
す
る
年
月
日

平
成
２
０
年
１
０
月
１
日

５
変
更
す
る
理
由

消
費
者
の
要
望
に
応
え
る
た
め
。

６
届
出
の
あ
っ
た
日

平
成
２
０
年
９
月
１
９
日

７
届
出
の
縦
覧
場
所

�
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振

興
課

�
大
野
市
天
神
町
１
番
１
号

大
野
市
産
業
経
済
部
商
工
振
興
課

８
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

�
縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
４
月
間

�
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
３
０
分
ま

で

９
意
見
書
の
提
出
先

福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興

課―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
附
則
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
４
項

の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
６
条
第
３
項
に
お
い
て
準
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用
す
る
同
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

１
０
０
満
ボ
ル
ト
武
�
店

越
前
市
塚
町
２
７
字
１
番
１
、
１
番
５
、
３
番

１
、
４
番
１

２
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
百
満
ボ
ル
ト
武
�

代
表
取
締
役
滝
波
義
榮

福
井
市
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
四
丁
目
１
１
１
番
地

３
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

者
の
開
店
時
刻

（
変
更
前
）

午
前
１
０
時

（
変
更
後
）

午
前
９
時

�
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

（
変
更
前
）

午
前
９
時
３
０
分
か
ら
午
後
９
時
３
０
分
ま

で（
変
更
後
）

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
９
時
３
０
分
ま

で

４
変
更
す
る
年
月
日

平
成
２
０
年
１
０
月
１
日

５
上
記
３
の
変
更
に
係
る
も
の
以
外
の
事
項

�
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行
う
主
な
者
の
氏
名
ま
た
は

名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
百
満
ボ
ル
ト
武
�

代
表
取
締
役
滝
波
義
榮

福
井
市
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
四
丁
目
１
１
１
番

地

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
コ
ン
セ
ン
ト

代
表
取
締
役
丹
尾
泉

福
井
市
和
田
東
一
丁
目
７
１
８
番
地

�
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

１
，
９
７
９
．
５
６
平
方
メ
ー
ト
ル

�
駐
車
場
の
収
容
台
数

１
４
５
台

�
駐
輪
場
の
収
容
台
数

１
４
台

�
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

１
０
０
．
８
０
平
方
メ
ー
ト
ル

�
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

５
１
．
５
３
立
方
メ
ー
ト
ル

�
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

６
箇
所

	
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
６
時
ま
で

６
届
出
の
あ
っ
た
日

平
成
２
０
年
９
月
１
９
日

７
届
出
の
縦
覧
場
所

�
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振

興
課

�
越
前
市
府
中
一
丁
目
１
３
番
７
号
第
２
庁

舎

越
前
市
産
業
経
済
部
商
工
政
策
課

８
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

�
縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
４
月
間

�
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
３
０
分
ま

で

９
意
見
書
の
提
出
先

福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興

課―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

武
生
白
山
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
２
０
年
８
月
１
２

日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
蔭
山
千
代
治
越
前
市
千
合
谷
町
２５‐３１

〃
小
西
静
男

〃
小
谷
町
１１‐５

〃
中
井

強
〃
粟
野
町
８‐７

〃
前
野
光
範

〃
黒
川
町
５０‐２１

〃
南
谷
治
海

〃
黒
川
町
４１‐１７

〃
竹
下
真
一

〃
安
養
寺
町
８５‐２５

〃
野
口
浩
一

〃
曽
原
町
１‐３８

〃
夏
梅
敏
明

〃
小
杉
町
８‐８

〃
宮
下
勝
実

〃
牧
町
１７‐２

〃
山
下
裕
己

〃
二
階
堂
町
１８‐８

〃
恒
本
慶
一

〃
都
辺
町
１９‐６‐２

〃
新
谷

薫
〃
中
野
町
８‐２３

〃
霜

哲
男

〃
若
須
町
１‐６

〃
田
辺
勝
繁

〃
菖
蒲
谷
町
１２‐４５

〃
東
野
行
雄

〃
上
杉
本
町
１１‐７

〃
清
水
宇
右
衛
門
〃
堀
町
１９‐１１

〃
木
村
孝
男

〃
安
戸
町
４２‐１６

〃
小
原
正
雄

〃
米
口
町
２０‐１３

〃
山
岸
幸
一

〃
丸
岡
町
１８‐１９

〃
清
水
仙
一

〃
丸
岡
町
５０‐３

監
事
坂
井
諭
一

〃
千
合
谷
町
２５‐２６

〃
夏
梅
慶
三

〃
小
杉
町
９‐４

〃
小
坂
良
雄

〃
丸
岡
町
２７‐１７

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

�
江
片
上
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
２
０
年
８
月
３
０

日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
若
木
文
義
�
江
市
大
野
町
２８‐１３

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

武
生
白
山
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
２
０
年
８
月
１
３

日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
蔭
山
千
代
治
越
前
市
千
合
谷
町
２５‐３１

〃
山
口

實
〃
小
谷
町
１４‐５

〃
中
井

強
〃
粟
野
町
８‐７

〃
前
野
光
範

〃
黒
川
町
５０‐２１

〃
南
谷
治
海

〃
黒
川
町
４１‐１７

〃
西
田
正
滋

〃
安
養
寺
町
３８‐１７

〃
野
口
浩
一

〃
曽
原
町
１‐３８

〃
夏
梅
敏
明

〃
小
杉
町
８‐８

〃
谷
口
信
夫

〃
牧
町
２０‐１６

〃
山
下
裕
己

〃
二
階
堂
町
１８‐８

〃
恒
本
明
勇

〃
都
辺
町
１７‐２３

〃
東
野
行
雄

〃
上
杉
本
町
１１‐７

〃
山
下
光
之

〃
中
野
町
８‐５６

〃
滝
見
俊
行

〃
若
須
町
６‐７
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〃
田
辺
勝
繁

〃
菖
蒲
谷
町
１２‐４５

〃
清
水
宇
右
衛
門
〃
堀
町
１９‐１１

〃
山
口

強
〃
仏
谷
町
１‐４

〃
小
原
正
雄

〃
米
口
町
２０‐１３

〃
大
関
忠
雄

〃
丸
岡
町
１７‐２０

〃
清
水
仙
一

〃
丸
岡
町
５０‐３

監
事
坂
井
諭
一

〃
千
合
谷
町
２５‐２６

〃
夏
梅
慶
三

〃
小
杉
町
９‐４

〃
小
坂
良
雄

〃
丸
岡
町
２７‐１７

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３

３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所

在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

松
田
惣
治
郎
、
飯
田
宏
子
、
幅
口
辰
造
、
幅
口

誓
、
山
崎
佐
右
ェ
門
、
中
尾
市
太
郎
、
山
崎
甚
七

、
山
崎
菊
次
郎
、
加
藤
清
、
加
藤
助
造
、
山
田
継

司
、
川
瀬
里
子

２
通
知
の
要
旨

�
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業

要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
こ
と
。

�
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変

更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
２

０
年
６
月
２
０
日
福
井
県
告
示
第
４
１
１
号
に

よ
る
。

３
掲
示
場
所

福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１

４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
測
量
の
実
施
に

つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
２
０
年
１
０
月
３
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
測
量
計
画
機
関
の
名
称

福
井
県

２
作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
２
級
水
準
測
量
）

３
作
業
の
期
間

平
成
２
０
年
９
月
２
９
日
か
ら
平
成
２
０
年
１

１
月
２
８
日
ま
で

４
作
業
の
地
域

福
井
市
、
あ
わ
ら
市
、
坂
井
市

平
成
二
十
年
十
月
三
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
二
十
年
十
月
三
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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